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新型コロナウィルス対策について（その 13） 

 
拝啓 
 保護者の皆様には、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 さて、5月 8 日から新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが「2類相当」から「5
類」になり、季節性インフルエンザと同じ分類になりました。移行後の新規感染者数は、
定点把握のため推定値となりますが、5 月 8 日の週（1,540 名）と比較して、6 月 12 日の
週（7,280 名）には約 5倍に増加しています。 
 当法人の新型コロナウィルス感染拡大防止への対応について、令和 4年 7月 27 日付お知
らせ（その 12）を下記の通り改訂しましたので、お知らせいたします。 
つきましては、利用者の方の健康を守り、他者への感染を防ぐため、ご理解とご協力を

お願い申し上げます。 
今後の状況によって、対応策を変更する場合がございます。その際には再度お知らせい

たします。 
 赤字が変更箇所となっております。ご確認をお願いいたします。 

敬具 
記 

 
１．利用者の方の受け入れ、職員の出勤に伴う判断 

 
① 以下の症状が１つでもある場合には、利用者の方については自宅で静養、あるいは病院

での受診をお願いします。 
職員については、症状が治まるまで自宅待機、あるいは病院受診をお願いします。自宅

待機で症状が治まった場合には、出勤する前に抗原検査により「陰性」の確認をお願いし
ます。 

・37.5℃以上、または平熱より 1℃以上高い発熱 
（病院を受診していない場合は解熱後、24時間経過するまで） 
・咳がある 
・のどが痛い 
・鼻水がある 
・だるい 
・においや味がしない（味覚・嗅覚異常） 
・吐き気がある 
・息苦しい 

 
 上記の症状が続く場合には、「沖縄県発熱コールセンター」へ相談するようお願いします。 
  
 
② ご家庭での取り組みのお願い 
・利用者の方だけでなく、ご家族の方も１日 2 回（朝夕）体温測定と体調管理（熱・咳・
倦怠感・息苦しさなど）をお願いいたします。 



 

 

・ご家族の方に発熱（風邪症状）がある場合についても、症状が治まるまでは念のためサ
ービスのご利用を控えていただきますようお願いいたします。 
・また、食事の前後、外出から帰宅した場合などの手洗いの周知と室内の換気の協力をお
願いいたします。 
・現在、特に行動の制限は要請されておりませんが、旅行等に行かれた場合には、以前と
同様に、前後一週間の体温をチェックするなどの十分な健康観察と感染予防対策の徹底を
お願いいたします。 
 
 尚、体調の変化（発熱、倦怠感、呼吸困難等）があった場合は、下記へご相談下さい。 
 

「沖縄県発熱コールセンター」 
連絡先：０９８−８６６−２１２９（２４時間対応） 

 
 
２．濃厚接触者である場合の対応 
 5 月 8 日以降、新型コロナウイルス感染症の 5 類感染症移行に伴い、行政が「濃厚接触
者」を特定せず、行動制限も求めなくなりました。しかし、当法人としましては利用者、
職員及びご家族の方への感染を可能な限り防ぐため、以下の対応をお願いいたします。 
 
①  利用者及び職員については、感染者との最終接触日の翌日から 5日間は自宅待機をお

願いします。 
 ただし、感染者との最終接触日の翌日（1日目）から 3日目まで利用前・出勤前に抗
原検査を行い、「陰性」を確認し、かつ風邪症状等がない場合には、事業所の利用、出
勤が可能となります。 
 また、7日間は十分な健康観察と感染予防対策の徹底をお願いいたします。 

②  事業所において職員や利用者の方に濃厚接触者が複数名発生し、保健所等の指導を受
けた場合には、感染拡大を防ぐため事業所内の消毒を行い、閉所するかについては保健
所等の行政の判断に従うこととします。 

 
 
３．感染した場合の対応 
 利用者の方、職員及びご家族の方が感染してしまった場合には、発症の翌日を 1 日目と
し、5日目までは、利用者の方はサービスの利用をお休みいただき、職員は自宅療養としま
す。 
 
 
４．職員が新型コロナウィルス感染防止対策により欠勤した場合の対応 
 職員が新型コロナウィルス感染防止対策により欠勤した際に、職員配置が適切にできな
い場合に限って、利用者の受け入れを制限・調整させていただく場合もございます。ご了
承下さい。 


